
中山運送株式会社（安全管理規程第十三条による）

　指示・命令系統

　報告系統

社　　　長

整備管理者

整備会社等

安全管理本部長(本社)

安全統括管理者

所轄警察署
消防署

運行管理者

(24時間体制)

専務取締役

《　《　《　《　事故事故事故事故・・・・災害等連絡体制図災害等連絡体制図災害等連絡体制図災害等連絡体制図　》　》　》　》

事故発生現場
(乗務員・外部からの通報)

(補　助　者)

運行管理補助者

【国土交通省】

自動車事故報告規則
に定める報告

【労働基準監督署】

労働安全衛生規則
に定める報告

統括運行管理者

各営業所長


